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事 業 所 名  

所 在 地  

連 絡 先 ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

受 講 者 氏 名 
  

  

＊ご記入頂いた情報は、当セミナー開催に関する管理業務のみ利用させていただきます。 

OAG税理士法人 埼玉 所長 

全国相続協会 埼玉中央相談室 

税理士 行政書士 

平成２９年４月より消費税率の１０％への増税と同時

に、日本では初めての複数税率である“軽減税率”の導

入が予定されております。当然、事業者の事務負担は増

し、仕入税額控除等の諸制度、さらにはインボイス方式

への移行問題など様々な影響を及ぼすことから、早めに

概要を知りその対応を万全にしなければなりません。本

セミナーは制度の現時点での内容、実務処理のポイント

まで、わかりやすく解説致します。 

皆様のご参加をお待ち致しております。 

 

平成２８年    月    日 会津喜多方商工会議所 行 ＦＡＸ：０２４１-２５-７１７１ 

駒澤大学大学院経営経済学研究科 卒業後 公認会計士事務

所・税理士事務所勤務を経て昭和５６年５月：星晴喜税理士事務

所開業、実務経験を積みながらクライアントを増やし、傍ら全国の

法人会・経済団体の研修講師としても活躍の場を広げ、現在は

“誰もが避けて通れない相続”をメインテーマにコンサルティングや

講演活動を精力的に行っている。 

消費課税の動向 

① 軽減税率の導入 

② 対象品目＝飲食料品＋宅配新聞 

③ 経過措置 

④ 税額計算の方法及び特例の施行ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

⑤ 売上税額の計算の特例 

⑥ 仕入税額の計算の特例 

⑦ 区分記載請求書等保存方式 

⑧ 適格請求書等保存方式の導入 

⑨ インボイス方式への移行時期は？ 

ほし   ただし 

平成２８年５月３０日(月) 

１４：００～１６：００ 

下記申込書に記入の上、 

ＦＡＸにてお申込ください。 

（定員４０名）(※定員になり次第締切り) 

 

TEL：０２４１-２４-３１３１ FAX：０２４１-２５-７１７１   


